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※ 本説明書を熟読され、入札に必要な条件や手続き、落札後の手続き等

を、十分ご理解の上、入札にご参加ください。 
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１．入札物件 

物件 
番号 

車 名 形 状 
予定価格【税別】 
（最低売却価格） 

① 三菱 キャンター 塵芥車   １，０００円 

② トヨタ コースターＥＸ キャブオーバ １００，０００円 

※ １件の物件ごとにそれぞれ落札者を決定する。 

※ 物件の詳細は別紙「物件仕様」に記載する。 

 

２．入札の日時、入札の会場  

（１）日 時   令和７年２月１３日（木）午前１０時００分から 

（２）入札会場   阿蘇広域行政事務組合 会議室 

（２） 場 所  阿蘇市跡ヶ瀬１７７番地（大阿蘇環境センター未来館内） 

※ 入札開始予定時刻に入札会場に入室しない方は入札への参加を棄権したものとみな

します。 

 

３．売却の条件  

次に掲げる条件をすべて承諾のうえ、お申込みください。  

（１） 阿蘇広域行政事務組合（以下「本組合」という。）が指定した期日までに売却代金

（契約金額）を一括して支払うこと。  

（２） 名義変更及び所定の手続きは、購入者が行うこと。  

（３） 売却代金納入後、本組合が指定した期日までに名義変更を行うこと。 

（完了後、そのことを証明する書類をご提出いただきます。） 

（４） 車体に表示してある施設名等の文字を抹消すること。（契約締結後３０日以内） 

抹消後は四方から確認できるよう撮影し、証明する書類を本組合 総務課 財政係に提

出すること。 

（５） 取得及び名義変更に係る税、手数料及び車体文字抹消に関する費用等の一切の費

用は購入者が負担すること。  

（６） 本組合が指定する場所において、指定する期日までに車両を引き取ること。 

（７） 入札物件は、現状のまま引き渡すものとし、本組合は、引渡し後の不調や故障及び

瑕疵等についての補償並びに返品及び交換は一切行わないものとする。 

（８） 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限

る。 
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４．入札参加資格  

次に掲げる要件をすべて満たさなければ、入札に参加することはできません。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該

当しないこと。（契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者等）  

（２） 市町村税や市町村納付金の滞納がないこと。法人の場合は、法人及びその代表者

に市町村税や市町村納付金の滞納がないこと。  

（３） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）または民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）の規定に基づき、更生手続または再生手続の開始の申立てがなされていな

いこと。（更生手続開始後または再生計画の認可決定後の者を除く。） 

（４） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号から第４号まで及び第６号に該当しないもの。または、暴力団員が経営を

実質的に支配している会社等でないこと。 

 （５） 本組合の職員（会計年度任用職員も含む）でないこと。 

 

５．申込みの受付期間、受付場所及び方法 

（１）申込受付開始  令和７年１月１５日（水）から 

（２）申込受付期限  令和７年２月６日（木）まで 

（３）受 付 時 間  受付期間内の平日 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（４）受 付 場 所  阿蘇広域行政事務組合 総務課 財政係 

（５） 受 付 場 所 〒８６９－２２３６ 

阿蘇市跡ヶ瀬１７７番地（大阿蘇環境センター未来館内） 

（５）申 込 方 法  「６．入札参加の申込みに必要な書類等」に記載する書類を申込受

付期間内（必着）に受付場所へ持参または郵送によりご提出くだ

さい。 

申込書受領後、参加資格等を確認し、申込受付票を返送いたしま

す。 

※郵送の場合は、必ず一般書留または簡易書留にて提出のこと。  

 

※ 上記以外の方法による提出、受付期間外の提出は受け付けません。 

また、添付書類に不足がある場合も同様とします。 
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６．入札参加の申込みに必要な書類等  

入札に参加される方は、本組合が指定する「入札参加申込書（様式第１号）」に添 

付書類（以下「申込書等」という。）を添えてご提出ください。  

（１） 個人でお申込みの場合…アに添付書類（イ～オ）を添えて、ご提出ください。 

ア 入札参加申込書（様式第１号） 本組合が指定する様式でご提出ください。 

   参加を希望する物件が複数ある場合は、該当する物件すべてに ◯ を付してください。 

イ 住民票 

ウ 身分証明書 

本籍地のある市町村が発行した証明書であって、禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受

けていない者、後見の登記の通知を受けていない者、若しくは破産宣告の通知を受けてい

ない者であることを証するもの。 

エ 市町村税の納税証明書 

市町村税や市町村納付金の滞納がないことを確認できるもの。原本または写しでも可。 

オ １１０円切手を貼付した返信用封筒 

参加資格確認後、申込受付票にて受け付けが完了したことをお知らせいたしますので、

返信先（宛名、住所）をご記入のうえ、添付してください。 

（２） 法人でお申込みの場合…アに添付書類（イ～エ）を添えて、ご提出ください。 

ア 入札参加申込書（様式第１号） 本組合が指定する様式でご提出ください。 

参加を希望する物件が複数ある場合は、該当する物件すべてに ◯ を付してください。 

イ 法人登記簿謄本の写し、又は登記事項証明書の写し 

ウ 市町村税の納税証明書 

市町村税や市町村納付金の滞納がないことを確認できるもの。原本または写しでも可。 

エ １１０円切手を貼付した返信用封筒 

参加資格確認後、申込受付票にて受け付けが完了したことをお知らせいたしますので、

返信先（宛名、住所）をご記入のうえ、添付してください。 

 

※ 提出部数は、複数の物件に参加を希望する場合でも、１部で結構です。 

※ 添付書類は、申込提出以前１ヶ月以内に発行されたものとします。 

※ 返信用封筒は、こちらから申込受付票を返送する際に使用します。お間違えのな

いよう返信先を記入してください。記入がない場合は住所地もしくは所在地へ返送

させていただきます。 

※ 入札参加申込書（様式第１号）の様式については、本組合ホームページからダウン

ロードいただくか、本組合 総務課 財政係（大阿蘇環境センター未来館内）にて配付

します。 

※ 期間内に提出されない場合は、入札に参加できません。  

※ 提出された書類は、返却しません。 
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７．入札時に必要な書類等 

誤った記入や不足のある入札は、無効となります。別紙「記入例」をよくお読みに 

なり、お間違えのないようご注意ください。 

 

（１） 入 札 書（様式第２号）   入札金額は税抜きの価格を記入すること。 

ただし、契約金額は落札金額に消費税及び地方

消費税を加えた額となります。 

                    ※物件ごとに必要です。 

（２） 封 筒   入札書をいれるもの。（封筒記載例参照） 

                    ※物件ごとに必要です。 

（３） 印 鑑   入札書に使用しているもの。 

（４） 委 任 状（様式第３号） 申込人以外が入札する場合は必ずご提出くだ 

さい。 

                    ※物件ごとに必要です。 

（５） 身 分 証 等   運転免許証、健康保険被保険者証など 

（６） 入 札 保 証 金   Ｐ５「１０．入札保証金及び契約保証金」参照 

※ 入札書、入札書用封筒及び委任状は、入札物件ごとに必要です。物件や記入内容にお

間違えがないようご注意ください。入札書は、一旦提出されますと訂正はできません。 

※ 入札書及び委任状の様式については、本組合ホームページからダウンロードいただ

くか、本組合 総務課 財政係（大阿蘇環境センター未来館内）にて配付します。 

 

８．入札及び落札者の決定方法 

（１） 一般競争入札により、本組合が定める予定価格（最低売却価格）以上の金額で有

効な入札の内、最高の価格をもって入札した者を落札者とします。  

（２） 入札回数は、１回とします。  

（３） 落札者となるべき最高の価格で入札した者が２者以上いる場合は、くじで落札者

を決定します。  

（４） 落札者となるべき者の入札価格によっては、入札後に必要な調査を実施し、その

結果、その者により当該契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認め

られるとき、またはその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことと

なるおそれがあって著しく不当であると認められるときは、予定価格（最低売却価

格）以上の価格をもって入札した他の者のうち最高の価格をもって入札した者を落

札者とすることがあります。 

 なお、入札者は、この調査を実施する場合、それに協力しなければなりません。  
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９．入札の無効  

以下のいずれかに該当する場合は入札を無効とします。 

（１） 入札参加資格を有しない方の行った入札 

（２） 入札書の記載事項等に不備がある入札  

（３） 金額を訂正した入札 

（４） 予定価格を下まわった入札 

（５） 明らかに連合によると認められる入札  

（６） 入札に際し不正な行為があると認められた入札  

（７） 同一事項に対して２通以上の入札を行ったもの  

（８） 他の入札者の代理人となり、又は２人以上の代理人となった者の入札 

（９） 郵送等による入札 

（10） 前各号に掲げるもののほか入札者が入札の条件に違反した入札 

 

１０．入札保証金及び契約保証金  

（１） 入札保証金 

入札当日に受付にて納入していただきますので、忘れずにご持参下さい。金額につ

いては、物件ごとに以下のとおりとします。 

【 物件①・・・１，０００円、物件②・・・５，０００円 】 

入札終了後、受領書（受付時に発行します）と引き換えにお返しします。 

ただし、落札者の納付した入札保証金の還付は、契約締結後とさせていただきま

す。 

 

（２） 契約保証金 

落札された方には、阿蘇広域行政事務組合財務規則第６９条により落札価格の１

０％以上の額の契約保証金を、契約締結時に納入していただきます。（ただし、売却代

金を即納された場合は、免除することもあります。） 

 

１１．契約締結及び売却代金等の支払条件 

（１） 契約の締結 

落札された方は、落札の日から７日以内に契約を締結してください。 

（２） 売却代金の金額 

契約金額は、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税を加えた額となりま

す。 
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なお、本取引については、インボイス制度を導入しておりません。 

（３） 代金の支払い 

契約締結後１０日以内に、売却代金（契約金額）を一括してお支払いください。 

（本組合が発行する納入通知書により、本組合の指定金融機関でお支払いください。） 

（４） 物件の仮引渡し 

売却代金の完納後に、物件の「仮引渡し」（諸手続きを行うため）が可能となります。 

引渡し場所は、「１５．物件の公開、見学について」に記載する場所となります。 

引渡し場所からの物件の運送は、落札者が自らの責任において行うこととし、費用等

についてもすべて落札者の負担となります。（運送中に発生した事故等に関して、当組

合は一切責任を負いません。） 

１２．契約締結後の手続き 

仮引渡し後、以下の手続き等をすべて行っていただきます。 

（１） 名義変更手続き 

売却代金の完納後、契約締結後から２０日以内に名義変更手続きを行ってください。 

手続き完了後、それを証明する書類を本組合 総務課 財政係に提出してください。 

（２） 車体文字の抹消 

売却代金の完納後、契約締結後から３０日以内に車体に記載している施設名等の文

字抹消を行い、それを証明する書類を本組合 総務課 財政係に提出してください。 

 

１３．物件の引渡し 

仮引渡し後、上記１２．のすべての手続きの完了をもって、「本引渡し」とします。 

（１） 本引渡しの期限 

契約締結後から３０日以内に上記１２．の手続きをすべて完了させてください。 

（２） 引渡しに関する留意事項 

入札物件は、現状のまま落札者へ引き渡すものとし、本組合は、引渡し後の不調や故

障及び瑕疵等についての補償は一切いたしません。また、返品及び交換も一切受け付け

ません。 
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１４．申込みや入札に関する問い合わせ先  

お申込みや入札に関するお問い合わせはこちらまでご連絡ください。 

阿蘇広域行政事務組合 総務課 財政係 

ＴＥＬ：０９６７－２４－５１１１ 

住 所：〒８６９－２２３６ 

熊本県阿蘇市跡ヶ瀬１７７番地 

 

※ 各種様式等のダウンロードはこちら 

【阿蘇広域行政事務組合ホームページ】 

ＵＲＬ： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｓｏ．ｎｅ．ｊｐ／～ｋｏｉｋｉ／ 

 

１５．物件の公開、見学について  

物件を見学できる期間、場所及び物件の引渡し場所です。また、見学される場合は、

事前に電話にてご連絡ください。（ただし、試乗はできません。） 

物件を確認しなくても入札には参加できますが、物件に関するすべての事項を了承

されているものとみなします。 

（１） 物件を見学できる期間 

令和７年１月１５日（水）から 令和７年２月６日（木）まで 

（土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時００分から午後５時００分まで 

（２） 物件を見学できる場所（引渡し場所）と見学する際の連絡先 

【物件①】 

阿蘇広域行政事務組合 滝美園クリーンセンター 

ＴＥＬ：０９６７－４６－２６０３ 

住 所：熊本県阿蘇郡小国町大字宮原２９４１番地 
 
【物件②】 

阿蘇広域行政事務組合 養護老人ホーム湯の里荘 

ＴＥＬ：０９６７－６３－１５１５ 

住 所：熊本県阿蘇郡南阿蘇村両併２３８５番地 
 



 

 

≪ 参加申込みから車両引き渡しまでの流れ ≫ 

① 入札参加申込みの受付  

◇ 期 間  令和７年１月１５日（水）～ 令和７年２月６日（木） 

      （土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

◇ 時 間  午前８時３０分 ～ 午後５時１５分  

◇ 場 所  阿蘇広域行政事務組合 総務課 財政係 

       阿蘇市跡ヶ瀬１７７番地 

② 入札物件の公開  

◇ 期 間  令和７年１月１５日（水）～ 令和７年２月６日（木） 

      （土曜日、日曜日及び祝日を除く。）  

◇ 時 間  午前９時００分 ～ 午後５時００分 

◇ 場 所  「入札説明書」に記載する場所 

③ 入 札  

◇ 日 時  令和７年２月１３日（木） 午前１０時００分～  

◇ 会 場  阿蘇広域行政事務組合 会議室 

       阿蘇市跡ヶ瀬１７７番地（大阿蘇環境センター未来館） 

※ 入札時刻に遅れた場合は、棄権とみなします。  

④ 契 約  

◇ 落札後、７日以内に契約締結（令和７年２月２０日（木）まで）  

⑤ 代金等の支払い  

◇ 契約締結後、１０日以内に一括納入  

※ 契約時にお渡しする納入通知書により、阿蘇広域行政事務組合指定金

融機関で、売却代金を一括してお支払いください。 

※ インボイス制度は導入しておりません。 

⑥ 契約手続き後の手続き  

◇ 契約締結後、本組合が指定する手続きを済ませてください。手続き等に

関する費用は購入者が負担すること。 

※ 名義変更等の手続きは契約締結後から２０日以内落札者の負担で行

い、完了後は、証明のため書類等の提出を求めます。  

※ 車体文字（施設名等）の抹消は契約締結後から３０日以内に行い、そ

れを証明する書類を本組合 総務課 財政係に提出してください。 

⑦ 売却物件の引き渡し  

◇ 契約締結後、３０日以内に引き渡し  

※ 入札物件は、現状のまま落札者へ引き渡すものとし、本組合は、引渡

し後の不調や故障及び瑕疵等についての補償は一切いたしません。また、

返品及び交換も一切受け付けません。 

 


